
空地

自宅拡張

「多世代で市内に住み続けたい」「土地を広げてゆとりのある自宅を建てたい」「多世代で市内に住み続けたい」「土地を広げてゆとりのある自宅を建てたい」
といった方を支援するために、住宅の取得などの補助を実施します。といった方を支援するために、住宅の取得などの補助を実施します。
詳細は市ホームページからご確認ください。詳細は市ホームページからご確認ください。

問合先問合先　企業立地・定住推進課定住推進担当　企業立地・定住推進課定住推進担当

市HPはこちら

住まい住まいに関するに関する補補助助制制度度が始まりますが始まります

▶補助額
交付基礎額 隣地統合 50万円

＋ 下記項目に該当する場合補助額が加算

加算項目
既存住宅除却 20万円/棟
空家除却 20万円/棟
子育て世帯 30万円

▶交付要件
▪市街化区域（一部を除く）での自宅拡張であること
▪既存の所有地と新たに取得する隣地の両方がおおむね100㎡未満であること
▪隣地統合後の面積がおおむね100㎡～ 250㎡であること
▪隣地統合後1年以内に一敷地として利用すること
▪5年以上継続して居住すること

空家や狭小地などを解消し、生活環境の向上と安心なまちづくりを推進する
ため、自宅を拡張する方に補助金を交付します。

ひろがる住まい応援金

▶補助額
交付基礎額 市内で初めて持ち家を取得 30万円
＋ 下記項目に該当する場合補助額が加算

加算項目

市外から転入 20万円
こどもが1人または2人 10万円
こどもが3人以上 30万円
空き家バンク活用 10万円
ゼロカーボン設備 10万円

▶交付要件
▪親世帯と子世帯が市内で同居または近居すること
▪子世帯の夫婦どちらかが40歳未満であること、または18歳未満のこどもを扶養していること
▪市内で初めて住宅を取得すること
▪5年以上継続して居住すること

家族がふれあい、助け合いながら暮らせる住環境を整えて、子育て世帯の
定住を応援するため、親元での同居や近居をする方に補助金を交付します。

ちかづく住まい応援金 多世代同居・近居する
ための住宅取得に

最大100100万円

狭小地・未接道地・
空家等解消に

上限100100万円

申請受付期間

※　令和7年4月1日以降の
住宅などの購入が対象

7月1日（火）〜
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■気象情報・災害情報について
　気象庁が発表する気象情報、市内の通
行止め情報、鉄道、停電情報な
どを掲載した市ホームページを
ご活用ください。

④防災行政無線テレフォンサービス
☎0800・800・6378（無料）
※　050で始まるIP電話をお使いの方は以下の番号からお願いし
ます
☎049・271・1717（有料）

③つるがしまメールマガジン
登録したメールアドレス宛に放送内容を配信します。

問合先問合先　危機管理課防災危機管理担当　危機管理課防災危機管理担当

集中豪雨集中豪雨やや台風台風による水害に備えましょうによる水害に備えましょう

　坂戸市内を流れる高麗川がはん濫した場合
に、羽折町の一部が50㎝程度浸水すると想
定されています。市では高麗川の水位状況や
気象予報などの情報をもとに判断し、緊急速
報メール（エリアメール）や防災行政無線など
により避難指示などを発令します。
　内水はん濫は、短時間で状況が変化するた
め、避難指示などが発令されていない場合で
も、自主的に自宅の2階などに避難してくだ
さい。
※　緊急速報メール（エリアメール）は、国・
県・市町村のさまざまな情報が配信されま
す。本市の実情に合わない情報を受信する可
能性もあります。メールの内容や配信元をよ
く確認して行動しましょう

　「まちの災害情報投稿フォーム」では、市内で発生した地震、風水害などによる災害情報を収集しています。
災害時、まちの状況について投稿のご協力をお願いします。

①内水はん濫
急激な大雨により雨量が下水道の排
水能力を超えたとき、道路などが冠
水する現象です。

②外水はん濫
大雨で川の水位が上がり水位が堤防
の高さを越えたとき、水があふれ洪
水となる現象です。

　市では、58か所に防災行政無線のスピーカーを設置しています。防災
行政無線は、災害時などに市民の皆さんへ広く周知が必要な情報を伝え
る設備です。放送内容が聞き取りづらい方のために、情報提供サービス
を実施していますので、登録・確認をお願いします。

03 市の「避難指示」などの発令

05 まちの災害情報を収集しています

01 水害の種類

04 防災行政無線の放送内容と確認方法

②市ホームページ／市公式SNS

①公式アプリ「つるポッケ」

※　自主避難所は、気象状況に応じて、開設施設を決定します。開設状況は市ホームページや市役所に電話するなど事前の
確認をお願いします

市内には、山や大きな河川がないため、水害で家屋が全壊するような被害は想定されて
いません。在宅避難や事前に安全な親族・知人宅に避難することも考えてみましょう。

02 市の水害における避難

①自宅で避難
自身と自宅の安全が確保
できたら、自宅で生活を
続ける「在宅避
難」をお願い
します。

②親族・知人宅へ避難
水害は、気象予報などで
ある程度予測可能です。
あらかじめ親族や知人宅
に避難するなど、避難所
以外の場所
への避難も
検討してお
きましょう。

③垂直に避難
自宅で安全確保が可能な
場合は、自宅の2階以上へ
避難する「垂直避難」をお
願いします。特に、夜間
や豪雨時の外への避難は
危険を伴い、二次災害と
なる可能性もあるため、
注意しましょう。

④避難所へ避難
自宅、親族宅・知人宅へ
の避難が難しい方や自主
的に避難したい方のため
に、市民センターに「自主
避難所※」を
開設するこ
とがあり
ます。

HP X LINE

投稿フォーム
はこちら
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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

問合先　保険年金課保険資格担当
　

経
済
的
な
理
由
な
ど
に
よ
り
、

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
は
、
保
険
料
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
納
め
る
こ
と

が
免
除
さ
れ
る
「
保
険
料
免
除
制

度
」、
保
険
料
の
全
部
を
納
め
る

こ
と
が
猶
予
さ
れ
る
「
納
付
猶
予

制
度
」が
申
請
で
き
ま
す
。

　
審
査
対
象
と
な
る
の
は
、
次
の

方
の
前
年
所
得
で
す
。

保
険
料
免
除
制
度

　
本
人
、
世
帯
主
、
配
偶
者

納
付
猶
予
制
度

　
本
人
、
配
偶
者
で
、
50
歳
未
満

の
方　

申
請
期
間

　

７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
で

す
。
過
年
度
分
は
２
年
１
か
月
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す（
例　

令
和
７
年

７
月
に
申
請
す
る
場
合
、
令
和
５

年
６
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申

請
で
き
ま
す
）。

申
請
に
必
要
な
も
の

　
退
職
し
た
場
合
は
、
失
業
し
た

こ
と
を
確
認
で
き
る
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
、
離
職
票
な
ど
公
的

機
関
の
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。
全
額
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予

を
継
続
で
申
請
し
承
認
さ
れ
た
方

は
、
窓
口
で
申
請
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
お
、
継
続
申
請
の

方
に
は
日
本
年
金
機
構
か
ら
審
査

結
果
が
10
月
頃
ま
で
に
郵
送
さ
れ

ま
す
。

保
険
料
の
追
納
を
お
す
す
め
し
ま

す
　
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
が
承
認

さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
古
い
順
に
追
納
で

き
ま
す
。
追
納
し
た
保
険
料
は
、

将
来
受
け
取
る
年
金
額
に
反
映
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
社
会
保
険
料
控

除
に
よ
り
、
所
得
税
・
住
民
税
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
免
除
に
つ
い
て
は
、
追
納
し
な

い
場
合
で
も
、
承
認
さ
れ
た
免
除

の
種
類
に
応
じ
て
老
齢
基
礎
年
金

の
受
給
額
に
計
算
さ
れ
ま
す
が
、

追
納
す
る
こ
と
で
年
金
額
を
増
や

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
請
窓
口

　
保
険
年
金
課
保
険
資
格
担
当

詳細はこちら

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の納税通知書を送付します

問合先　保険年金課保険賦課担当

　
納
税（
納
入
）通
知
書
を
７
月
上

旬
に
送
付
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税

保
険
税
は
世
帯
主
が
納
め
ま
す

　

納
税
義
務
者
は
世
帯
主
で
す

が
、
保
険
税
は
加
入
者
の
み
で
計

算
し
ま
す
。

納
付
方
法

１　
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

対
象

・
世
帯
主
が
国
保
加
入
者
で
、
年

金
が
年
額
18
万
円
以
上

・
加
入
者
全
員
が
65
歳
か
ら
74
歳

２　
普
通
徴
収（
特
別
徴
収
以
外
）

　
原
則
、
口
座
振
替
で
の
納
付
を

お
願
い
し
て
い
ま
す
。
納
期
限
の

日
に
口
座
か
ら
引
き
落
と
し
と
な

る
た
め
、
納
め
忘
れ
が
な
く
安
心

で
す
。
納
付
書
払
い
や
、
納
付
書

の
二
次
元
コ
ー
ド
を
利
用
し
て
の

納
付（
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
・
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
）、

ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ
で
も
納
付
が

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
「
地
方
税

お
支
払
サ
イ
ト
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

保
険
料
は
個
人
ご
と
に
納
め
ま
す

　
保
険
料
は
、
後
期
高
齢
者
医
療

の
加
入
者（
被
保
険
者
）ご
と
に
納

付
し
ま
す
。

納
付
方
法

１　
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

　
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
方

は
、
年
６
回
の
年
金
定
期
支
払
い

の
際
に
、
年
金
の
受
給
額
か
ら
保

険
料
が
あ
ら
か
じ
め
天
引
き
さ
れ

ま
す
。

２　
普
通
徴
収（
特
別
徴
収
以
外
）

　
納
付
書
で
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。納
め
忘
れ
を
防
ぐ
た
め
、

納
期
限
の
日
に
口
座
か
ら
引
き
落

と
し
と
な
る
口
座
振
替
を
お
勧
め

し
ま
す
。

※　

電
子
マ
ネ
ー
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
の
取
扱
い
は
あ
り
ま
せ

ん納
め
忘
れ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

　
納
期
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
の
加

算
や
滞
納
処
分
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
滞
納
が
続
く
と
医
療
費
が
一

旦
全
額
自
己
負
担
に
な
る
場
合
や

人
間
ド
ッ
ク
補
助
な
ど
、
給
付
の

制
限
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
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市 政 情 報

資格確認書などの一斉更新を行います

問合先　保険年金課保険資格担当
　

被
保
険
者
証（
令
和
６
年
12
月

２
日
以
降
に
発
行
さ
れ
た
方
は
資

格
確
認
書
ま
た
は
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ
）の
有
効
期
限
が
７
月
31

日
㈭
で
切
れ
る
た
め
、
８
月
以
降

か
ら
使
用
す
る
資
格
確
認
書
ま
た

は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を
７
月

上
旬
よ
り
順
次
送
付
し
ま
す
。
ま

た
、
資
格
確
認
書
に
つ
い
て
は
特

定
記
録
郵
便
、
資
格
情
報
の
お
知

ら
せ
に
つ
い
て
は
普
通
郵
便
で
郵

送
し
ま
す（
別
便
で
お
送
り
し
ま

す
）。

国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

・
マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
有
の
方

　
☞
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ

・
マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
無
の
方

　
→
資
格
確
認
書

有
効
期
限
に
つ
い
て

　
次
に
該
当
す
る
方
は
有
効
期
限

が
短
く
な
っ
て
い
ま
す
。

・
昭
和
30
年
８
月
２
日
か
ら
昭
和

31
年
７
月
１
日
生
ま
れ
の
方

　

→
誕
生
日
の
翌
月（
１
日
生
ま

れ
の
方
は
誕
生
月
）か
ら
「
前
期

高
齢
者
」
に
替
わ
り
、
負
担
割
合

が
変
わ
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
誕

生
月
の
月
末
が
有
効
期
限

・
昭
和
25
年
８
月
２
日
か
ら
昭
和

26
年
７
月
31
日
生
ま
れ
の
方

　
→
誕
生
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医

療
に
切
り
替
わ
る
た
め
誕
生
日
の

前
日
が
有
効
期
限

後
期
高
齢
者
医
療
に
つ
い
て

（
75
歳
以
上
の
方
）

　
暫
定
的
な
運
用
が
令
和
８
年
７

月
末
ま
で
延
長
と
な
っ
た
た
め
、

マ
イ
ナ
保
険
証
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
、
資
格
確
認
書
を
送
付
し
ま

す
。
限
度
額
適
用
認
定
証
お
よ
び

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
、
限
度
区
分
が
記
載
さ
れ

た
資
格
確
認
書
を
お
持
ち
の
方

は
、
今
回
発
送
の
資
格
確
認
書
に

限
度
区
分
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

70歳以上の方
はこちら

69歳以下の方
はこちら

『限度額適用認定証』等の交付・更新について

問合先　保険年金課保険給付担当
　
マ
イ
ナ
保
険
証
が
利
用
可
能
な

医
療
機
関
な
ど
で
、
１
か
月
に
支

払
う
医
療
費
が
一
定
額
を
超
え
る

場
合
、
窓
口
で
支
払
う
金
額
が
自

己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま

す
。医
療
費
が
高
額
に
な
る
方
で
、

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い

方
は
、「
限
度
額
適
用
認
定
証
」、

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」
ま
た
は
「
限
度
区
分

が
記
載
さ
れ
た
資
格
確
認
書
」
の

申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
申

請
す
る
こ
と
で
入
院
時
の
食
事
代

な
ど
も
減
額
で
き
ま
す
。

８
月
１
日
以
降
の
申
請
受
付

（
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
み
）

　
７
月
23
日
㈬
か
ら

申
請
方
法

・
市
役
所
保
険
年
金
課
窓
口

・
電
子
申
請（
国
民
健
康
保
険
加

入
者
の
み
）

※　
電
子
申
請
の
場
合
は
、
申
請

し
て
か
ら
認
定
証
発
送
ま
で
一
週

間
程
度
か
か
り
ま
す

窓
口
申
請
に
必
要
な
も
の

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類（
免

許
証
な
ど
）　

※　

別
世
帯
の
場

合
は
委
任
状
が
必
要
で
す

・
対
象
者
の
国
民
健
康
保
険
ま
た

は
後
期
高
齢
者
医
療
資
格
の
確
認

が
で
き
る
書
類

・
世
帯
主
お
よ
び
対
象
者
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類

※　

令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
、

鶴
ヶ
島
市
に
お
住
ま
い
で
な
か
っ

た
方
は
、
課
税（
非
課
税
）証
明
書

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

申
請
が
不
要
な
方

・
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
方

・
申
請
が
不
要
な
所
得
区
分
の
方

（
70
歳
以
上
）

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
で
、「
限
度
額
適
用
認
定
証
」、

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」
ま
た
は
「
限
度
区
分

が
記
載
さ
れ
た
資
格
確
認
書
」
を

お
持
ち
の
方

申
請
に
あ
た
っ
て
の
注
意
事
項

・
自
己
負
担
限
度
額
は
、
年
齢
、

所
得
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

・「
世
帯
に
税
の
申
告
を
し
て
い

な
い
方
が
い
る
場
合
」
や
「
保
険

税（
保
険
料
）に
滞
納
が
あ
る
場

合
」
は
認
定
証
の
交
付
が
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す

【イメージ画像】

更新後の色は「薄青色」です

【イメージ画像】

更新後の色は「茶色」です
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後期高齢者医療制度加入者の医療費通知について

問合先　保険年金課保健事業担当

新しい行政相談委員を紹介します

問合先　地域活動推進課地域活動推進担当

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

の
方
に
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
か
ら
医
療
費
通
知
を
発
送

し
て
い
ま
す
。

　
令
和
６
年
度
は
、
12
月
、
２
月

に
発
送
し
ま
し
た
が
、
令
和
７
年

度
か
ら
は
発
送
回
数
が
年
に
１
回

（
２
月
）と
な
り
、
封
書
で
の
提
供

と
な
り
ま
す
。

　
お
知
ら
せ
す
る
診
療
年
月
は
令

和
６
年
11
月
か
ら
令
和
７
年
10
月

と
な
る
た
め
、
令
和
７
年
分
の
医

療
費
控
除
の
資
料
と
し
て
医
療
費

通
知
を
利
用
さ
れ
る
場
合
、
11

月
・
12
月
診
療
分
は
医
療
機
関
な

ど
か
ら
発
行
さ
れ
る
領
収
書
を
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
令
和
７
年
度
に
総
務
大
臣
か
ら

委
嘱
を
受
け
た
新
し
い
行
政
相
談

委
員
を
紹
介
し
ま
す
。

行
政
相
談
委
員
と
は

　

地
域
に
お
け
る
信
望
の
厚
い

方
々
が
、
国
民
の
皆
さ
ん
か
ら
、

国
の
行
政
活
動
全
般
に
関
す
る
苦

情
や
相
談
を
受
け
付
け
、
相
談
者

へ
の
助
言
や
関
係
機
関
に
対
す
る

改
善
の
申
し
入
れ
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
７
月
１
日
付
で
厚
生
労
働
大
臣

か
ら
委
嘱
を
受
け
た
新
し
い
民
生

委
員
・
児
童
委
員
を
紹
介
し
ま

す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は

　
地
域
福
祉
の
推
進
役
と
し
て
活

動
す
る
無
報
酬
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
、
担
当
区
域
の
見
守
り
や
地
域

住
民
の
方
が
抱
え
る
問
題
に
つ
い

て
身
近
な「
相
談
相
手
」と
な
り
、

そ
の
内
容
に
応
じ
て
適
切
な
支
援

が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
行
政
や
専

門
機
関
へ
つ
な
ぐ
「
パ
イ
プ
役
」

　
介
護
保
険
料
は
、
皆
さ
ん
が
必

要
と
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
な

ど
を
ま
か
な
う
た
め
の
大
切
な
財

源
で
す
。
今
年
度
分
の
納
付
通
知

書
は
７
月
上
旬
に
発
送
し
ま
す
。

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
の

納
め
方

　
原
則
と
し
て
、
年
間
18
万
円
以

上
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合

に
は
、
保
険
料
は
年
金
か
ら
差
し

引
か
れ
る
「
特
別
徴
収
」
と
な
り

ま
す
。

　
そ
れ
以
外
の
方
は
、
納
付
書
ま

た
は
口
座
振
替
に
よ
る
「
普
通
徴

収
」と
な
り
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
減
免
制
度

・
災
害
に
よ
り
住
宅
な
ど
に
著
し

い
損
害
を
受
け
た
場
合

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用

に
よ
り
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
医

療
費
通
知
情
報
を
取
得
す
る
こ
と

が
可
能
で
す
。
前
々
月
診
療
分
ま

で
の
情
報
が
閲
覧
可
能
と
な
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。

新
任
行
政
相
談
委
員

小こ

林ば
や
し

　
秀ひ

で
明あ
き

さ
ん

清し

水み
ず　

淑よ
し

恵え

さ
ん

と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。　

　
ま
た
、
民
生
委
員
は
、
児
童
福

祉
法
に
よ
り
児
童
委
員
を
兼
ね
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

担
当
区
域
・
氏
名

か
わ
つ
る
グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン
松
ヶ

丘三み

浦う
ら　

信し
ん
一い
ち
さ
ん

藤
小
学
校
区
・
主
任
児
童
委
員

白し
ら

瀬せ　
雅ま
さ

子こ

さ
ん

・
病
気
や
事
業
損
失
な
ど
に
よ

り
、
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
場

合・
刑
事
施
設
な
ど
に
収
監
さ
れ
て

い
る
場
合

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る

方
へ

　
要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
、
介

護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事

業
対
象
者
の
方
に
は
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
の
自
己
負

担
割
合
を
記
載
し
た
「
介
護
保
険

負
担
割
合
証
」
を
７
月
中
旬
に
発

送
し
ま
す
の
で
、
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

新しい民生委員・児童委員を紹介します

介護保険は社会全体で支える仕組みです

問合先　福祉政策課福祉政策・地域福祉担当

問合先　介護保険課介護保険担当
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リサイクルコーナーを
活用してください！

問合先　生活環境課環境推進担当

　
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー
に
リ
サ
イ

ク
ル
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
て
い
ま

す
。

　

集
め
て
い
る
の
は
携
帯
電
話

（
ス
マ
ホ
）と
６
種
類
の
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
品
で
す
。
こ
れ
ま
で
回

収
を
し
て
い
た
イ
ン
ク
カ
ー
ト

リ
ッ
ジ
・
ハ
ブ
ラ
シ
・
ペ
ン
・
キ
ッ

チ
ン
ス
ポ
ン
ジ
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

キ
ャ
ッ
プ
に
加
え
、
使
い
捨
て
コ

ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
の
空
ケ
ー
ス
の

回
収
も
始
め
ま
し
た
。

　
埼
玉
西
部
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

で
燃
や
す
ご
み
の
約
50
％
が
水
分

で
す
。

　
生
ご
み
の
水
分
を
減
ら
す
こ
と

で
、
臭
い
の
防
止
と
ご
み
の
減

量
・
Ｃ
Ｏ
２
削
減
に
役
立
ち
ま

す
。

※　
生
ご
み
の
水
分
の
減
量
→
収

集
車
の
燃
費
が
良
く
な
る
＆
ご
み

を
燃
や
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
減
る
→

Ｃ
Ｏ
２
が
削
減
！

簡
単
に
で
き
る
水
切
り
参
考
例

・
野
菜
な
ど
は
、
い
ら
な
い
皮
な

ど
を
む
い
て
か
ら
洗
い
、
な
る
べ

く
濡
ら
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う ・
三
角
コ
ー
ナ
ー（
水
切
り
ネ
ッ

ト
な
ど
）に
は
、
水
気
の
あ
る
も

　
私
た
ち
の
生
活
で
使
わ
れ
て
い

る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
を
リ
サ
イ

ク
ル
し
、
ご
み
を
資
源
へ
と
変
え

ま
し
ょ
う
。

の
だ
け
を
入
れ
、
水
気
の
な
い
も

の
は
ほ
か
の
ご
み
袋
に
直
接
入
れ

る
な
ど
、
余
分
な
水
分
を
吸
わ
せ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

・
ご
み
を
出
す
前
に
、
三
角
コ
ー

ナ
ー
や
水
切
り
ネ
ッ
ト
な
ど
の
生

ご
み
を
、
手
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の

底
の
部
分
な
ど
で
押
し
つ
ぶ
し
た

り
、
振
っ
た
り
し
て
水
切
り
を
十

分
に
行
い
ま
し
ょ
う

・
天
日
に
干
す
な
ど
し
て
乾
燥
さ

せ
る
と
、
よ
り
良
い
で
し
ょ
う

　
小
さ
な
こ
と
も
、
一
人
ひ
と
り

が
毎
日
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
達
成
に
つ
な
が

り
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

水切りでごみの減量にご協力を！

問合先　生活環境課環境推進担当

浄化槽の適切な管理で身近な水環境を守ろう

問合先　生活環境課環境推進担当
　
浄
化
槽
は
、
衛
生
的
で
快
適
な

生
活
の
基
盤
と
な
る
施
設
で
あ
る

と
と
も
に
、
水
環
境
の
保
全
に
大

き
な
役
割
を
果
た
す
重
要
な
も
の

で
す
。

　
維
持
管
理
が
適
正
に
行
わ
れ
な

い
と
正
常
な
機
能
が
発
揮
さ
れ

ず
、
悪
臭
や
騒
音
、
蚊
・
ハ
エ
の

発
生
な
ど
、
周
辺
の
生
活
環
境
へ

の
悪
影
響
や
、
水
質
汚
濁
の
原
因

に
も
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
浄
化
槽
法
で
は
、
浄

化
槽
を
使
用
し
て
い
る
方
に
対
し

て
、
３
つ
の
維
持
管
理
を
法
律
に

よ
り
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

１　
保
守
点
検（
回
数
は
設
置
さ

れ
て
い
る
浄
化
槽
に
よ
る
）

装
置
の
調
整
、
消
毒
薬
の
補
充 

※　

埼
玉
県
登
録
業
者
は
、
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

２　
清
掃（
回
数
は
年
１
回
以
上
）

汚
泥
な
ど
の
引
き
抜
き 

※　

許
可
業
者
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

３　
法
定
検
査（
回
数
は
年
１
回
）

機
能
診
断
、
水
質
検
査 

※　
検
査
機
関
は
、
埼
玉
県
環
境

検
査
研
究
協
会
☎
０
４
９·

２
８ 

４・２
９
１
１

　
浄
化
槽
の
設
置
、
廃
止
、
管
理

者
変
更
・
構
造
な
ど
の
変
更
時
に

は
、市
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
窓
口
、
電
話
で
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す

　
川
の
汚
れ
の
多
く
は
、
生
活
排

水
が
原
因
で
す
。

　
こ
れ
は
、
単
独
処
理
浄
化
槽
か

ら
合
併
処
理
浄
化
槽
に
転
換
す
る

こ
と
で
、
大
幅
に
減
ら
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
市
で
は
、
水
環
境
の
保
全
の
た

め
、
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換

費
用（
設
置
費
用
）の
一
部
を
補
助

し
ま
す
の
で
、ご
活
用
く
だ
さ
い
。

補
助
金
額（
令
和
７
年
度
の
上
限

額
）

５
人
槽　
72
万
２
０
０
０
円

７
人
槽　
80
万
４
０
０
０
円

10
人
槽　
93
万
８
０
０
０
円

申
請
期
限

12
月
26
日
㈮

予
算
が
な
く
な
り
次
第
終
了

※　
転
換
す
る
浄
化
槽
が
環
境
配

慮
型
で
あ
る
こ
と
や
、
対
象
地
域

な
ど
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。
着
工

前
に
交
付
申
請
書
の
提
出
が
必
要

で
す
の
で
、
必
ず
着
工
前
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

市HPはこちら
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ありがとう

ふるさと納税などの寄附の活用

問合先　産業振興課商工労政担当

　
令
和
６
年
度
に
、
市
内
外
の
皆

さ
ん
か
ら
４
６
５
０
件
、
２
億 

４
７
９
８
万
９
２
２
５
円
の
寄
附

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

令
和
６
年
度
は
、「
寄
附
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り
基
金
」
か
ら
の
繰
入

金
２
億
７
６
０
０
万
円
を
充
当

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
活
用
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

令
和
７
年
度
寄
附
金
の
活
用
予
定

・
民
間
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園

な
ど
の
運
営
支
援

・
小
中
学
校
図
書
館
図
書
の
整
備

・
中
学
校
の
部
活
動
へ
の
支
援

・
地
域
支
え
合
い
協
議
会
の
活
動

支
援

・
市
民
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
開
催
支

援・
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
事
業
の
推
進

・
環
境
保
全
の
推
進

・
修
繕
お
よ
び
公
園
、
緑
地
な
ど

の
適
切
な
維
持
管
理

・
脚
折
雨
乞
行
事
の
開
催
支
援

・
高
倉
獅
子
舞
の
開
催
支
援

・
自
治
会
の
運
営
支
援　
な
ど

令和6年度の寄附受入の状況
寄附金活用の指定メニュー 件　　　数 寄　附　額

未来を担うこどもたちを応援する事業 2722 1億5101万9900円
地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業 411 1789万1325円
身近な緑の保全と地球温暖化防止のための事業 519 2550万1000円
文化・芸術活動を振興するための事業　 323 1959万1000円
活力に満ちたまちづくりのための事業 668 3376万1000円
指定なし 7 22万5000円
合計 4650 2億4798万9225円
　うち　ふるさと納税分 4643 2億4717万2000円

令和6年度の寄附の活用実績
事　　　業　　　名 事　業　費 充　当　額 内　　　容

未来を担うこどもたちを応援する事業 4億2386万8000円 1億7300万円 民間保育所などの運営支援、中
学校の部活動の支援など

地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業 7760万4000円 2000万円 地域支え合い協議会の活動支援、
健康づくり運動の普及など

身近な緑の保全と地球温暖化防止のための事業 2億5560万9000円 2800万円 公園・緑地などの適切な維持管
理など

文化・芸術活動を振興するための事業　 2億7634万9000円 2000万円
小中学校の図書館図書の充実、
指定文化財の保存保護および適
正な維持管理など

活力に満ちたまちづくりのための事業 5740万円 3400万円 シルバー人材センターの運営支
援、自治会の運営支援など

市長が使途を指定する事業 2519万4000円 100万円 学校における法的諸問題の相談
対応など

合計 11億1602万4000円 2億7600万円

令和6年度の寄付活用例

脚折雨乞 産業まつり ゼロカーボン推進事業
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新
採
用
職
員
の
声

笹さ
さ
原は
ら　

暖だ
ん
人と　
消
防
士

　
幼
少
期
に
参
加
し
た
消
防
イ
ベ

ン
ト
を
き
っ
か
け
に
消
防
職
員
を

志
し
ま
し
た
。
私
が
生
ま
れ
育
っ

た
こ
の
地
域
に
直
接
貢
献
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
災
害
現
場
に
対
応
で
き

る
よ
う
、
日
々
の
訓
練
の
中
で
知

識
や
技
術
を
磨
き
続
け
、
常
に
成

長
し
続
け
ま
す
。
そ
し
て
先
輩
や

後
輩
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
慕
わ
れ

る
消
防
職
員
に
な
り
ま
す
。

職
員
募
集

職
種
・
採
用
人
数

消
防
職
・
若
干
名

第
１
次
試
験
実
施
日　

９
月
21
日
㈰

受
付
期
間（
持
参
）

７
月
28
日
㈪
～
８
月
18
日
㈪
８
時

30
分
～
17
時
15
分

※　
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

※　
郵
送
は
８
月
15
日
消
印
有
効

受
験
資
格

大
学
、
短
期
大
学
・
専
修
大
学
ま

た
は
高
等
学
校
を
卒
業
、
ま
た
は

令
和
８
年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込

み
で
、
平
成
８
年
４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
方

受
付
場
所

坂
戸
・
鶴
ヶ
島
消
防
組
合
消
防
本

部
総
務
課

第
１
次
試
験
の
内
容

筆
記
試
験（
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
）

※　
詳
細
は
、
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
消
防
本
部
総
務
課
で
配

布
し
て
い
る
募
集
案
内
を
ご
覧
く

だ
さ
い

新
採
用
職
員
８
人
を
迎
え
ま
し
た

　
４
月
９
日
か
ら
５
月
４
日
ま
で

の
間
、
基
礎
教
育
訓
練
を
実
施
し

ま
し
た
。
放
水
要
領
や
三
連
は
し

夏の交通事故防止運動を
実施します
問合先　生活環境課交通安全・防犯担当

　
車
を
運
転
す
る
際
は
、
横
断
歩

道
の
直
前
で
停
止
可
能
な
速
度
で

進
行
し
、
歩
行
者
が
い
る
と
き
は

横
断
歩
道
の
手
前
で
一
時
停
止
し

て
通
行
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
自
転
車
乗
車
時

の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
や
夜
間
の
反

射
材
装
着
は
、
自
分
を
事
故
か
ら

守
る
手
段
と
し
て
有
効
で
す
。

実
施
期
間

７
月
15
日
㈫
か
ら
24
日
㈭
ま
で
の

10
日
間

市
運
動
重
点

き
ら
め
き
３
Ｈ
運
動
の
促
進

街
頭
指
導

日
時　
７
月
18
日
㈮
11
時
～

場
所　
カ
イ
ン
ズ
鶴
ヶ
島
店

住民票への旧氏の
振り仮名の記載について
問合先　市民課住民記録担当

　
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
旧
氏
の
振
り
仮

名
を
記
載
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
こ
の
た
め
、
本
年
５
月
26
日

時
点
で
旧
氏
の
記
載
が
さ
れ
て
い

る
方
に
対
し
て
、「
住
民
票
へ
の

記
載
を
し
よ
う
と
す
る
旧
氏
の
振

り
仮
名
」を
通
知
し
ま
す
。

　
通
知
に
記
載
さ
れ
た
旧
氏
の
振

り
仮
名
を
ご
確
認
の
上
、
ご
自
身

の
振
り
仮
名
と
異
な
る
場
合
は
、

令
和
８
年
５
月
25
日
㈪
ま
で
に
、

旧
氏
の
振
り
仮
名
記
載
の
請
求
を

し
て
く
だ
さ

い
。

犯罪や非行からの
立ち直りを支える地域の力
問合先　福祉政策課福祉政策・地域福祉担当

　
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

は
、
す
べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や

非
行
の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た

ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て

力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な

い
よ
り
明
る
い
社
会
を
築
こ
う
と

す
る
全
国
的
な
運
動
で
、
今
年
で

75
回
目
で
す
。

　

７
月
は
、
そ
の
強
調
月
間
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
川
越
地
区
保
護
司
会
鶴
ヶ
島
支

部
で
は
、
市
内
５
つ
の
中
学
校
お

よ
び
県
立
鶴
ヶ
島
清
風
高
等
学
校

を
訪
問
し
、
学
校
関
係
者
と
意
見

交
換
を
行
う
な
ど
、「
社
会
を
明

る
く
す
る
運
動
」
の
普
及
啓
発
に

努
め
て
い
ま
す
。

坂戸・鶴ヶ島消防組合職員募集

問合先　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部総務課☎049・281・3118

ご
の
取
扱
い
要
領
な
ど
の
基
礎
を

習
得
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
配
属
先
で

勤
務
を
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の

「
安
心
・
安
全
」
を
守
る
た
め
に
、

こ
れ
か
ら
も
日
々
努
力
を
尽
く
し

ま
す
。

詳細はこちら

詳細はこちら
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